
構成する団体等
・健康づくり推進協議会

・日奈久福祉推進協議会

・市政協力員日奈久校区会

・町内会

・民生児童委員協議会
・青少年指導員

・消防団２４・２５・２６分団

・日奈久防犯協会

・交通安全協会日奈久支部

・日奈久スポーツ協会
・日奈久校区婦人会

・老人クラブ日奈久支部

・日奈久美術愛好会

・日奈久温泉旅館組合

・湯の里日奈久振興会

・日奈久小・中学校

・日奈久小・中学校PTA

・保育園

・保育園後援会

・日奈久交番

・保育園 ・日奈久郵便局

・日奈久郵便局 ・日奈久温泉駅

・保寿寮 ・日本中央競馬会ウインズ八代 ・日奈久漁協

・八代弘済会 ・日本中央競馬会ウインズ八代

・九州綜合サービス ・保寿寮

・八代弘済会

・九州綜合サービス

・チームアイラブ日奈久

・地域包括支援センターおれんじ

・日奈久校区自主防災会

 平成２６年 ６ 月１９日　一部改正　（若竹保育園閉園、ＪＡ日奈久支所閉所の為、削除）

 平成２９年 ５ 月１３日　一部改正　（日奈久温泉街案内人の会解散の為、削除）

 令和 ４ 年 ７ 月２２日　一部改正　（肥後銀行日奈久支店移転の為、削除、日奈久温泉センター指定管理者が八代弘済会となったので追加）

 令和 ６ 年 ４ 月 １ 日　一部改正　（日奈久住民自治会と共同で防災組織を構成するので日奈久校区自主防災会を追加）

総　　　会 協議会の最高議決機関

協議会の会計及び業務を監
査する。

監　　　事 運営委員会 会長、副会長、事務局長、委員長、部会長、会計、書
記で構成。
総会に次ぐ議決機関（総会に諮るべき事項、協議会
の運営に関する事項等を審議し、決定する）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日奈久住民自治会組織構成

町内から一名ずつ代表者を選出し
て、行政・地域間の連絡調整等を行
う（市政協力員）

事務局長、会計、書記、事務
局員などで構成(協議会の運
営や庶務を担当)町内連絡委員会 事務局

福祉健康人権部会
（広報・人権・会計担当者）

生活環境部会
（広報・人権・会計担当者）

スポーツ文化部会
（広報・人権・会計担当者）

企画イベント部会
（広報・人権・会計担当者）

広　報　部　会
（広報・人権・会計担当者）

〔校区内外への情報発信
に関すること等 〕

【主な構成員】 【主な構成員】 【主な構成員】 【主な構成員】 【主な構成員】

〔
スポーツ、文化、生涯学
習、公民館活動、歴史・
伝統等

〕 〔
観光振興、産業振興、イ
ベント交流、まちづくり推

進他
〕〔

保健福祉活動、人権啓
発、高齢者活動、婦人会
活動、子育て支援等

〕 〔
地域の安全対策、環境、
自然・景観、青少年育成
等

〕

住民（町内から1名以上） 住民（町内から1名以上） 住民（町内から1名以上） 住民（町内から1名以上） 住民（町内から1名以上）

団体（選考は任意） 団体（選考は任意） 団体（選考は任意） 団体（選考は任意）
・婦人会 ・婦人会 ・日奈久スポーツ協会 ・湯の里日奈久振興会 ・町内連絡委員（市政協力員）

・健康づくり推進協議会 ・日奈久小中学校 ・日奈久美術愛好会 ・日奈久温泉旅館組合

・福祉推進協議会 ・日奈久小中学校PTA ・町内連絡委員（市政協力員）

・民生・児童委員協議会

・婦人会

・日奈久老人クラブ連合会 ・保育園後援会

・日奈久漁協

・交通安全協会日奈久支部

・地域包括支援センターおれんじ ・防犯協会

・町内連絡委員（市政協力員） ・日奈久交番

・青少年指導員 ・町内連絡委員（市政協力員）

日奈久校区住民、在勤者、事業所等、その他会長が認めるもの

・消防団第２４・２５・２６分団

・日奈久温泉駅

・町内連絡委員（市政協力員）

連携


